
見附市告示第１５０号 

 見附市鳥獣被害対策実施隊設置要綱を次のように定める。 

  令和７年１２月１７日 

                    見附市長  稲 田  亮 

   見附市鳥獣被害対策実施隊設置要綱 

 （設置） 

第１条 有害鳥獣による農林業への被害を防止し、又は軽減させるため、鳥獣によ

る農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成１９年法

律第１３４号）第９条の規定に基づき、見附市鳥獣被害対策実施隊（以下「実施

隊」という。）を設置する。 

 （職務） 

第２条 実施隊は、見附市鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣（以下「対象鳥獣」

という。）の被害防除、捕獲、情報収集等を行い、被害防止対策を適切に実施す

るものとする。 

 （隊員） 

第３条 実施隊の隊員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 （１） 市職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者又は、わな等の免許を取得

している者で、市長が任命する者。 

 （２） 新潟県猟友会見附支部・見附分会の会員のうち、見附市鳥獣被害防止計

画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

で、市長が任命する者。 

 （３） 前２号に掲げる者のほか、見附市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施

策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうち、市長が任命する

者。 

２ 前項第２号及び第３号に掲げる隊員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第３条第３項に規定する非常勤の特別職とする。 

 （任期） 

第４条 隊員の任期は、任命された日後の最初の３月３１日までとし、再任を妨げ

ない。 



 （隊長） 

第５条 実施隊の隊長は、農林創生課長の職にある者をもって充てる。 

 （解任） 

第６条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任するこ

とができる。 

（１） 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第

８８号）第５２条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。 

（２） 正当な理由なく対象鳥獣の捕獲等に従事しないと認められるとき。 

（３） その他市長が特に解任の理由があると認めるとき。 

 （補償） 

第７条 隊員の勤務中の事故の補償は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常

勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平成１６年３月１日新潟県市町村総合

事務組合条例第２４号）の定めるところによる。 

 （報酬） 

第８条 第３条第１項第２号及び第３号に規定する隊員の職務に対する報酬の額

は、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年３月２５日

見附市条例第４号）別表第１に基づき市長が定める額とし、１時間につき１，５

００円とする。 

 （事務局） 

第９条 実施隊の事務局は農林創生課に置く。 

 （その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


